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謬r鍮認て
全τの家庭か安心して子育てでき、育てる喜びを感

子どもたちが笑顔で成長しでいけるように、来年度から新しい制度が始まります。

今回は、新制度の概要と主な内容についてお知らせします。
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教育と保育を

一体的に行う施設

　幼稚園と保育所の機能や特徴を

あわせ持ち、地域の子育て支援も

行います。

　保護者の就労の有無にかかわら

ず、同じ園に継続しτ通うことが

できます。
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少人数の蛍位で、0～2歳の子どもを

預かる事業

　待機児童の多い○～2歳児を対象に事業

（家庭的保育事業、小規模保育事業など）が始

まります。※保育ママや認可外保育施設から

の移行が想定されます。
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図
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幼児期の教育を行う施設

　昼過ぎまでの教育時間のほか、園により教育時間前後や園

の休業〔Pの教育活動（預かり保育）などを行います。

　利用できる保護者は通常就労等の制限はありません。

就労などのため家庭で保育できない保護者に

代わって保育する施設

夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施します。

利用できる保護者は共働き世帯など、家庭で保育のできな

い保護者となります。
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